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17日
料 1

「高齢者 医療制度 の改革 について」

関西大学 一回光爾

1 後期高齢者医療制度における問題点

・ 都道府県単位の広域連合が市町村国民健康保険なみの保険者機能を発揮できるまでには年月を要する。保健福

祉をも担い、地域保険として実績のある市町村国保が保険者 となることが望ましい。

。 後期高齢者医療制度が別建てとなり、国民健康保険や健保組合の経営努力と高齢者の医療費との関係が切 り離

された。老人保健制度では、高齢者の健康維持と市町村国保の財政は深く関係 していた。

・ 財政調整の仕組みが、65歳から74歳の人口と75歳以上の人口とで 2段階となり複雑 となつた。

2 新たな制度のあり方

。 制度の基本的枠組み

地域や職域の自立した保険者 (市町村国保 と健保組合)に よる保険運営を残す。

被用者保険の拠出金と国庫からなる財政調整基金を設け、基金が国保にリスク構造に応 じて交付金を支払 う。

年齢に関係なく、退職者は地域保険 (国 民健康保険)に、被用者は被用者保険に加入する。

・ 運営主体のあり方

都道府県が運営主体となる場合も、できるだけ市町村国保の保険者機能を維持できるようにする。

市町村間の医療費の違いがその保険料の違いに反映できるようにする。

健保組合が果たしてきた保険者機能も強化 し、組合方式の拡大を目指す。

。 費用負担 (公費、高齢者の保険料、現役世代の保険料、患者負担)のあり方

多様な保険組織を認めつつ皆保険を実施するにはt給付 と負担に関して公平な制度設計が不可欠である。

市町村国保の保険料算定方式は段階的に標準化する。その上で市町村が保険料を決定できるようにする。

年金生活者も若い世帯と同じ条件で保険料を払 う。

被用者は、財政調整基金に報酬の一定比率で拠出金を支払 う。

国はt財政調整基金に負担金を支払 う。

財政調整基金は、市町村国保に対して、その被保険者のリスクに応 じて補助する。

リスクには、高齢者等の高医療費に対する補助と低所得者に対する補助の 2面がある。

2006年度の実績から財政調整基金の財源構成を推計すると、次の通 りとなる。

被用者による報Ollの 2.9%の拠出金が 5.5兆 円程度、国庫負担が 9.7兆円程度、計 15.2兆 円稗度となる6

・ 給付、医療サービス等のあり方

患者負担は、若い人も含め、長期にわたつて医療費がかかる場合の負担軽減策を強化する。て

また、年齢で区切 らず、低所得者の患者負担軽減策を充実する。

高齢者のための特別な制度としないようにし、必要な制度は一般的な制度とする。

3 新たな制度のあり方に関する 4案に対する意見

。全年齢でリスク構造調整を行つた上で、都道府県単位で一元化する案 (池上案)

多数の保険者による皆保険には、保険者間で異なるリスクを調整することは不可欠である。

しかし、都道府県単位ですべての保険者の統合、一元化を目指すことは、得策ではないと考える。

。一定年齢以上の「別建て」保険方式を基本とする案 (対馬案)

年齢で区切るとしたら、多くの人が退職 して地域に生活の基盤を移すことになる 65歳頃が最適である。

しかし、すでに存在する地域保険とは別の保険者を新たに設ける必要はないのではないか。
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突き抜け方式とする案 (小島案)

同じ保険者が若年時から高齢時まで被保険者の保険者であり続けられれば、突き抜け方式が理想的である。

しかしてそれができる人は限られているし、退職時で別の保険者に加入するのではこのメリットは生かされない。

高齢者医療と市町村国民健康保険の一体的運営を図る案 (宮武案 )

地域で機能している国保が退職住民を受け入れる案は、保健福祉 との連携も可能で、一番 自然である。

しかし、国保の運営を都道府県化することで、市町村の保健事業などの取り組みが生かされなくなる心配がある。

表 1

図表

市町村国保の比較

人 口
保
者

肢

険

老健対
策者

老人比

率

保険料算定割合 (%) 税 率 老人医療費

(老健対象
者 1人 当り)

1人 当たり額

所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 1平等割 保険料
給付費国
産 色 IE 雪金E劉督義

差

皿
齢

81674 024[ 1 265001 2650( 883301 81,353

9001〔 1629ワ 47C 262001 2210C 69276 72807:   585221   33.7231  8,3

人 口
保
者

被
険

一人当
たり保
険料額

保険料
総額
億円

8167` 2904〔 3135(

9001( 3629 72801

17169C

被
者

般
険

一
保
数

老健対

象者以

外の医
慮襲

医
計

般
費
円

一
療
億

老健対
象者

老人一人
当たり医
療費

老人医
療費計
億円

1505〔 ,36791 883301
,18660 692761 6745

3513〔 13021

一般と老人
の医療費
慮円

保険料
総額
億円

保険料以
外の負担
億円

:1137
20971 1597`

A市

B市

A市―B市

1人あた り医療費

老健対象外  老健対象

237万円   883万 円

219万円  693万 円

18万円   190万 円

国庫負担→

保険料率→

保険料節約→

=国庫負担

保険料率‐

←給付費節約

=実質的な節約

1人 あた り

保険料

81万円

73万円

08万円

1人あた り

公費

258万円

234万円

24万円

表 2 制度間の 1人あたり医療費の比較

歯1 組合方式による節約効果

図 組合方式によるコストの節約

政管           組合

るヽ

19724ニ 1985-94`F 20054F

含
管
保

組
政
口

０

２

０

０

１

１

０

０

６

０

３

６

組合本人
蔽管太 人

０

３

０

１

０

５

０

３

組合家族
政管家族

０

６

０

０

０

５

０

０

０

８

０

３

ってし



図 2 国保世帯主の所得階級別累積分布

図21国保世帯主所得階級別累積分布

，
ζ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
ｒ

Ｏ
Ｏ
卜

，
‘
〇
〇
ゆ

Ｏ
Ｏ
ヽ
「
‘
Ｏ
Ｏ
∞

０
ゆ
Ｎ
ヽ
‘
〇
〇
Ｎ

Ｏ
ゆ

一
ヽ
‘
Ｏ
Ｏ
ｒ

％

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

図 3 国保世帯主 と被用者保険の所得

国保・政管・組合の所得階級別累積所得分布
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図 4 保険制度別年齢階級別医療費 (‐69才 )
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後期高齢者医療制度改革会議
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後期高齢者医療制度の評価

・後期高齢者自身、保険料を負担し、

保険者 (広域連合)を設ける

も財政規律の手段を確保する道筋

フ

´



後期高齢者医療制度の問題点

・→被保険者の保険料負担が財源の1割

・ち保険者としての広域連合の機能

・→広域連合の意思決定システム

・→支援金・拠出金⇒保険料の租税化



留意すべき問題

◆①総人口減少・少子高齢化

→従属人口指数の伸び

◆②市町村国保に顕著な問題

二無職者+非正社員?の増加

`③
設計理念

→必要な人に必要なだけサービスを提供
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市町村国保

◆もはや自営業者のための制度ではない

無職者 (51%)十被用者 (24。 1%)

◆中高年齢層の偏在

加入率⇒若人世代低く、中高年齢世代高い

◆国保中央会「国民健康保険の安定を求めて」2004年 12月
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制度の基本的な考え方

◆①後期高齢者医療制度は廃止

◆②「地域保険としてのT元的運用」の第一段   ‐

階として新たな制度を構築する         |

`③
年齢で区分するという問題を解消する     |

◆④市町村国保などの負担増に十分配慮する

◆⑤高齢者の保険料が急に増加したり、不公   |
平なものにならないようにする         .

`⑥
市町村国保の広域化につながる見直し



基本的な考え方について

◆②「地域保険としての一元的運用」

o③年齢で区分するという問題

→所得補足率

ム非正社員の処遇

◆④負担増+⑤急激な増加

→負担の公平+透明性確保

◆⑥市町村国保の広域化

→法律に基づき保険者を解体しうるのか



地域保険としての二元的運用

◆自営業者と被用者との所得補足率の違い

保険料を徴収するための共通の尺度     |

◆市町村国保における被用者 (非正社員)の扱い  |
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運営主体のあり方 1

`広
域連合 (都道府県)

財政規律を発揮しうる権限の有盤
′11ヽ

財源構成

◆効率的運営 vs民主的運営

◆財源負担者としての意思形成
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運営主体のあり方2

◆市町村国保の広域化

法律により市町村国保を解体しうるのか

法律により健保組合を解散しうるのか

◆保険者の設定⇒制度に対する信頼感



費用負担のあり方

◆支援金⇒保険料の租税化

保険料=対価性十強制性

租税法律主義の趣旨支配説

(旭川国保料事件最大判平18。 3。 1)

→ 対価性の極めて希薄な費目の徴収

つ
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各案に対する見、解

◆リスク構造調整→所得構成に基づいた調整

⇒所得補足率

◆別建て方式→財源構成 (高齢者の負担増 ?)

+国保の構造改革
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各案に対する見解2

◆突き抜け方式→国保の構造改革

◆高齢者医療と市町村国保の一体的運営

‐ 二財源調達・財政規律の確保
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